
　

円 円 938 円 994 円 1,045 円

円 円 18 円 18 円 18 円

円 円 25 円 25 円 25 円

円 円 11 円 11 円 11 円

円 円 992 円 1,048 円 1,099 円

円 円 880 円 880 円 880 円

円 円 300 円 300 円 300 円

円 円 2,172 円 2,228 円 2,279 円

円 円 65,160 円 66,840 円 68,370 円

円 円 880 円 880 円 880 円

円 円 390 円 390 円 390 円

円 円 2,262 円 2,318 円 2,369 円

円 円 67,860 円 69,540 円 71,070 円

円 円 1,370 円 1,370 円 1,370 円

円 円 650 円 650 円 650 円

円 円 3,012 円 3,068 円 3,119 円

円 円 90,360 円 92,040 円 93,570 円

円 円 1,370 円 1,370 円 1,370 円

円 円 1,360 円 1,360 円 1,360 円

円 円 3,722 円 3,778 円 3,829 円

円 円 111,660 円 113,340 円 114,870 円

円 円 2,066 円 2,066 円 2,066 円

円 円 1,445 円 1,445 円 1,445 円

円 円 4,503 円 4,559 円 4,610 円

円 円 135,090 円 136,770 円 138,300 円

4,389

１ヶ月（30日）

・科学的介護推進体制加算Ⅱ（62円/月）　　・リハビリテーション計画書情報加算Ⅰ（54円/月）　　・口腔衛生管理加算Ⅱ(113円/月）

 ・介護職員等処遇改善加算Ⅰ（総単位数に75/1000を乗じた単位数の一割分）　

特別室Aタイプ：1,000円/日     特別室：1,500円/日

・初期加算Ⅱ（31円/日） ・療養食加算（6円/回）・短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ（265円/日） ・経口維持加算Ⅰ（411円/日）・経口維持加算Ⅱ（103円/日）・外泊時加算（372円/日）　　

・入所前後訪問指導加算Ⅰ（463円/回）・退所時情報提供加算（514円/回）・入退所前連携加算Ⅱ（411円/回）　・安全対策体制加算（21円/回）　　　　　　　

・ターミナルケア加算（死亡日以前31日～45日：74円/日　死亡日以前4～30日：164円/日　死亡日の前日・前々日：935円/日　死亡日：1,951円/日）・再入所時栄養加算（205円/回）　　　

・退所時栄養情報連携加算（72円/回）　　・褥瘡マネジメント加算Ⅰ（3円/月）　・褥瘡マネジメント加算Ⅱ（13円/月）　・所定疾患施設療養費Ⅰ（245円/日）【裏面参照】

別途共通加算

食費

居住費

１日利用料

栄養マネジメント強化加算 11

871

880

63,150

2,105

300

880

390

2,195

925

25

18

2,148

390

880

11

夜勤職員配置加算

サービス提供強化加算Ⅱ

61,740

2,058

300

要介護度

施設サービス費

１ヶ月（30日）

１日利用料

食費

居住費 880

878

25

18

824

介護老人保健施設　春風のころ　長期入所料金一覧表　(R6.10.1～）
要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第
３
段
階
①

１割負担

共通加算

①生活保護受給者
②境界層該当者
③市町村民税世帯非課税である老齢
福祉年金受給者

第
２
段
階

第
４
段
階

①境界層該当者
②市町村民税世帯非課税（合計所得
金額＋課税年金収入額+非課税年金
収入）で年額が80万円以下の方
③預貯金などの資産が一定額以下
（単身650万円、夫婦1650万円）

①境界層該当者
②市町村民税世帯非課税（合計所得
金額＋課税年金収入額+非課税年金
収入）で年額が80万円以上120万円以
下の方
③市町村民税課税世帯の特例減額措
置が適用される方
④預貯金などの資産が一定額以下
（単身550万円、夫婦1550万円）

要介護１

第
１
段
階

計

4,436

109,650

1,445

64,440

88,350

上段第1段階、第2段階、第3段階
①、第3段階②のいずれにも該当し

ない方

１ヶ月（30日）

居住費

131,670

①境界層該当者
②市町村民税世帯非課税（合計所得
金額＋課税年金収入額+非課税年金
収入）で年額が120万円超の方
③市町村民税課税世帯の特例減額措
置が適用される方
④預貯金などの資産が一定額以下
（単身500万円、夫婦1500万円）

居住費

食費

１日利用料

１ヶ月（30日）

1,370

65,850

650

1,370

１日利用料

食費 650

個別加算

第
３
段
階
②

１日利用料

食費

居住費 2,066

2,945

1,445

2,066

2,898

１ヶ月（30日） 86,940

1,370 1,370

3,608 3,655

1,360

108,240

1,360

特別室料

133,080



円 円 1,876 円 1,988 円 2,090 円

円 円 46 円 46 円 46 円

円 円 50 円 50 円 50 円

円 円 22 円 22 円 22 円

円 円 1,994 円 2,106 円 2,208 円

円 円 2,066 円 2,066 円 2,066 円

円 円 1,445 円 1,445 円 1,445 円

円 円 5,505 円 5,617 円 5,719 円

円 円 165,150 円 168,510 円 171,570 円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 0人（0日）

4 1 4 4 1 3 1 3 4 8 10 4 32人（251日）

23 5 21 22 7 16 3 16 23 50 54 23 1人（ 7日）

1人（ 5日）

別途共通加算
 ・介護職員等処遇改善加算Ⅰ（総単位数に75/1000を乗じた単位数の二割分）

1,445

二　蜂窩織炎

・ターミナルケア加算（死亡日以前31日～45日：148円　死亡日以前4～30日：328円/日　死亡日の前日・前々日：1,870円/日　死亡日：3,902円/日）・再入所時栄養連携加算（410円/回）　

・退所時栄養情報連携加算（144円/回）・褥瘡マネジメント加算Ⅰ（6円/月）・褥瘡マネジメント加算Ⅱ（26円/月）・所定疾患施設療養費Ⅰ（490円/日）【下記参照】　　　　　

要介護度

イ　肺炎

ロ　尿路感染症

ハ　帯状疱疹

人数

日数

合計

47

263

【所定疾患施設療養費算定について】
　介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりまし
た。
■条件
 ①　所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間または10日間を限度とし、月1回に限り算定するも
のであっ て、1月に連続しない1日を7回または10日算定することは認められないものであること。
 ②　所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
 ③　所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
　　　 　イ　肺炎（検査をした場合に限る）
　　　 　ロ　尿路感染症（検査をした場合に限る）
　　　 　ハ　帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る）
　　　　 ニ　蜂窩織炎
          ホ　慢性心不全の増悪
 ④　算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
 ⑤　請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
 ⑥　当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

5,371

1,445

サービス提供強化加算Ⅱ

50

負
担
割
合
2
割

共通加算

158,310

5,277

①合計所得金額が年間160万円以上
②世帯内の課税年金収入+年金以外

の所得金額が一定額以上
（単身280万、2人以上で346万）

1,742

161,130

栄養マネジメント強化加算 22 22

1,648

1,766計

夜勤職員配置加算

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介護老人保健施設　春風のころ　長期入所料金一覧表　(R6.10.1～）２割負担

50

46

施設サービス費

46

2,066

1,860

2,066

１ヶ月（30日）

１日利用料

食費

居住費

特別室料

個別加算

特別室Aタイプ：1,000円/日     特別室：1,500円/日

・科学的介護推進体制加算Ⅱ（124円/月）　・リハビリテーション計画書情報加算Ⅰ（108円/月）　　・口腔衛生管理加算Ⅱ(226円/月）　

・初期加算Ⅱ（62円/日） ・療養食加算（12円/回） ・短期リハビリテーション加算Ⅱ（530円/日） ・経口維持加算Ⅰ（822円/日）・経口維持加算Ⅱ（206円/日）・外泊時加算（744円/日）

・入所前後訪問指導加算Ⅰ（925円/回）　・退所時情報提供加算（1,028円/回）・入退所前連携加算Ⅱ（822円/回）・安全対策体制加算（42円/回）・口腔衛生管理加算Ⅱ（226円/月）

令和5年度実績 令和5年度実績（内訳）



円 円 2,814 円 2,982 円 3,135 円

円 円 69 円 69 円 69 円

円 円 75 円 75 円 75 円

円 円 33 円 33 円 33 円

円 円 2,991 円 3,159 円 3,312 円

円 円 2,066 円 2,066 円 2,066 円

円 円 1,445 円 1,445 円 1,445 円

円 円 6,502 円 6,670 円 6,823 円

円 円 195,060 円 200,100 円 204,690 円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 0人（0日）

4 1 4 4 1 3 1 3 4 8 10 4 32人（251日）

23 5 21 22 7 16 3 16 23 50 54 23 1人（ 7日）

1人（ 5日）

別途共通加算
 ・介護職員等処遇改善加算Ⅰ（総単位数に75/1000を乗じた単位数の三割分）　

栄養マネジメント強化加算

要介護３ 要介護４ 要介護５

特別室Aタイプ：1,000円/日     特別室：1,500円/日

・科学的介護推進体制加算Ⅱ（186円/月）　　・リハビリテーション計画書情報加算Ⅰ（162円/月）　　・口腔衛生管理加算Ⅱ(339円/月）

①合計所得金額が年間220万円以上
②世帯内の課税年金収入+年金以外

の所得金額が一定額以上
（単身340万、2人以上で463万）

居住費 2,066

食費

33 33

共通加算

施設サービス費

・入所前後訪問指導加算Ⅰ（1,389円/日）　・退所時情報提供加算（1,542円/日）　・入退所前連携加算Ⅱ（1,233円/日）　・安全対策体制加算（63円/回）

75

2,472 2,613

サービス提供強化加算Ⅱ

夜勤職員配置加算

要介護度 要介護１ 要介護２

3割負担 介護老人保健施設　春風のころ　長期入所料金一覧表　(R6.10.1～）

二　蜂窩織炎

189,030

6,301

1,445

2,066

・初期加算（93円/日） ・療養食加算（18円/回） ・短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ（795円/日） ・経口維持加算Ⅰ（1,233円/日）・経口維持加算Ⅱ（309円/日）・外泊時加算（1,116円/日）　

人数 47
日数 263 ハ　帯状疱疹

イ　肺炎

1,445

１日利用料 6,160

１ヶ月（30日） 184,800

計 2,649 2,790

75

・ターミナルケア加算（死亡日以前31日～45日：222円/日　死亡日以前4～30日：492円/日　死亡日の前日・前々日：2,805円/日　死亡日：5,853円/日）・再入所時栄養連携加算（615円/回）　　

負
担
割
合
3
割

ロ　尿路感染症

【所定疾患施設療養費算定について】
　介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりまし
た。
■条件
 ①　所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間または10日間を限度とし、月1回に限り算定するも
のであっ て、1月に連続しない1日を7回または10回算定することは認められないものであること。
 ②　所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
 ③　所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
　　　 　イ　肺炎（検査したものに限る）
　　　 　ロ　尿路感染症（検査したものに限る）
　　　 　ハ　帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る）
　　　　 ニ　蜂窩織炎
　　　　 ホ　慢性心不全の増悪
 ④　算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
 ⑤　請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
 ⑥　当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

合計

69 69

・退所時栄養情報連携加算（216円/回）　・褥瘡マネジメント加算Ⅰ（9円/月）　・褥瘡マネジメント加算Ⅱ（39円/月）　　・所定疾患施設療養費Ⅰ（735円/日）【下記参照】　　　　　

特別室料

個別加算

平成30年度実績令和3年度実績 令和3年度実績（内訳）令和5年度実績 令和5年度実績（内訳）


